
九 州 ・ 全 国 派 遣 を 獲 得 ！
５ 月  ２ ２ 日 、「 第 ５ ０ 回 沖 縄 県 消 防 救 助 技 術 指 導 会 」 が 沖 縄 県 消 防 学 校 で 開 催 さ れ ま し た 。

　 こ の 大 会 は 消 防 が 行 う 救 助 活 動 の 万 全 を 期

す た め 、 安 全 で 迅 速 確 実 な 救 助 技 術 の 向 上 を

目 的 と し て 毎 年 開 催 さ れ て お り 、 日 頃 の 訓 練 の

成 果 を 発 揮 す る 機 会 で も あ り ま す 。 各 種 目 の 成

績 上 位 者 は 九 州 地 区 指 導 会 ・ 全 国 大 会 へ 沖 縄

県 代 表 と し て 派 遣 さ れ る こ と に な り ま す 。 金 武

地 区 消 防 本 部 は 基 礎 訓 練 に 3 名 、 連 携 訓 練 に 3

チ ー ム が 出 場 し ま し た 。

　 今 年 は 県 内 1 7 消 防 本 部 か ら 2 5 2 名 の 隊 員 が

集 結 し 、 洗 練 さ れ た 救 助 技 術 を 披 露 し ま し た 。 

　 出 場 隊 員 に た く さ ん の ご 声 援 を い た だ き あ り が

と う ご ざ い ま し た 。 九 州 ・ 全 国 大 会 に 向 け て 更 に 訓

練 を 積 み 重 ね て い き ま す 。 今 後 も 隊 員 た ち に 熱 い

エ ー ル を 送 り 届 け て く だ さ い 。 

　 ロ ー プ ブ リ ッ ジ 渡 過 に 出 場 し た 前 田 晃 紀 輔

隊 員 が 1 位 の 成 績 を 収 め 8 月 に 新 潟 県 で 開 催

さ れ る 「 全 国 消 防 救 助 技 術 大 会 」 へ の 出 場 権 を

獲  得 し ま し た  。

　 連 携 訓 練 の 引 揚 救 助 に 出 場 し た 渡 嘉 敷 チ ー

ム も 1 位 の 成 績 で 7 月 に 熊 本 県 で 開 催 さ れ る

「 九 州 地 区 消 防 救 助 技 術 指 導 会 」 へ の 出 場 権

を 獲 得 し ま し た 。 
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7 月 は 固 定 資 産 税 第 2 期 の 納 付 月 で す ！

第 １ 期 第 2 期 第 3 期 第 4 期

固 定 資 産 税 6 月   1 日 7 月 3 1 日 1 2 月 2 5 日
令 和 9 年
3 月 1 日

村 県 民 税 6 月 3 0 日 8 月 3 1 日 1 1 月   2 日
令 和 9 年
２ 月 1  日

軽 自 動 車 税 6 月   1 日

〇 口 座 振 替 日 は 納 期 限 と 同 日

で す 。 前 日 ま で に 残 高 確 認 を

お  願  い し ま す 。

〇 納 税 は 口 座 振 替 が 便 利 で す 。

手 続 き 方 法 に つ き ま し て は 、

税 務 課 ま で お 問 い 合 わ せ く

だ さ い 。

お  問  い  合  わ  せ ： 税  務  課   ☎ 9 6 6 - 1 2 0 6

　 経 済 的 な 理 由 な ど で ､ 国 民 年 金 保 険 料 の 支 払 い が 困 難 な 場 合 ､ 申 請 に よ り 令 和 ８ 年 度

分 保 険 料 （ 令 和 ８ 年 ７ 月 分 ～ 令 和 ９ 年 ６ 月 分 ） の 全 額 又 は 一 部 が 免 除 と な る 「 保 険 料 免 除

制 度 」 や 「 納 付 猶 予 制 度 」 の 受 付 が ７ 月 １ 日 か ら 始 ま り ま す 。

　 所 得 な ど の 条 件 に よ り ､ 保 険 料 の 納 付 が 免 除 さ れ る 制 度 で す ｡ 申 請 が 承 認 さ れ る と 保

険 料 納 付 の 全 額 又 は 一 部 （ ４ 分 の ３､ 半 額 ､ ４ 分 の １ ） が 免 除 さ れ ま す 。

※ 一 部 免 除 に つ い て は ､ 減 額 さ れ た 後 の 保 険 料 を 納 付 し な い 限 り 「 未 納 」 扱 い と な り ､ 年

金 受 給 資 格 期 間 に は 反 映 さ れ ま せ ん の で ご 注 意 く だ さ い 。 

■  保  険  料  免  除  制  度 （  全  額 ・ 一  部  ）

　 保 険 料 を 未 納 の ま ま 放 置 す る と 、 将 来 の 老 齢 基 礎 年 金 や い ざ と い う 時 の 障 害 基 礎

年 金 、 遺 族 基 礎 年 金 を 受 け 取 る こ と が で き な い 場 合 が あ り ま す 。 必 ず 保 険 料 を 納 付

す る か 、 納 付 す る こ と が 困 難 な 場 合 に は 免 除 の 申 請 を ご 検 討 く だ さ い 。

日 本 年 金 機 構 名 護 年 金 事 務 所 ☎ 0 9 8 0 -5 2 -2 5 2 2

村 民 課 国 保 年 金 係 ☎ 9 6 6- 1 2 0 5

お 問 い 合 わ せ

詳 し く は こ ち ら

７ 月 １ 日 か ら 免 除 申 請 の 受 付 を 開 始 し ま す ！

令 和 ８ 年 度  免 除 制 度 ・ 納 付 猶 予 制 度  

● お 問 い 合 わ せ の 際 に は 、 基 礎 年 金 番 号 又 は マ イ ナ ン バ ー カ ー ド が 分 か る 書 類 な ど を

お 手 元 に ご 準 備 く だ さ い 。

　 ５ ０ 歳 未 満 の 方 で ､ 本 人 ､ 配 偶 者 そ れ ぞ れ の 前 年 所 得 が 一 定 以 下 の 場 合 に ､ 保 険 料 納 付

が 猶 予 さ れ ま す ｡ 年 金 受 給 資 格 期 間 に 算 入 さ れ ま す が ､ 年 金 受 給 額 の 計 算 に は 含 ま れ ま せ

ん 。 

■ 納 付 猶 予 制 度

① マ イ ナ ン バ ー カ ー ド な ど の 本 人 確 認 書 類 

② 失 業 な ど を 理 由 と す る 場 合 は 、「 雇 用 保 険 被 保 険 者 離 職 票 等 」 の コ ピ ー 

③ 代 理 人 が 申 請 す る 場 合 は 「 委 任 状 」 

申 請 先 日 本 年 金 機 構 名 護 年 金 事 務 所 又 は 恩 納 村 役 場 村 民 課 国 保 年 金 係 

必 要 書 類


